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１ 趣旨 

    この要領は、個人のプライバシーの保護 

に配慮し、次項に定める設置目的を達成す 

るため、秋田県生活環境部環境管理課八郎

湖環境対策室（以下「八郎湖環境対策室」

という。）が八郎湖周辺に設置したアオコ

監視カメラの運用について、必要な事項を

定めるものとする。 

 

２ 設置目的 

    アオコ監視カメラは、八郎湖アオコ常時監 

視システムとして、八郎湖におけるアオコ発 

生状況を常時監視及び記録することにより、 

八郎湖におけるアオコ発生状況を把握する

とともに、対策立案に資することを目的とし

設置する。 

 

３ 設置場所等 

（１）カメラの設置場所及び設置台数 

    別紙位置図のとおり、八郎湖周辺に６台

のカメラを設置し、湖面、川面を撮影する。 

① 馬場目川河口 

（南秋田郡八郎潟町字川口地内） 

② 真坂 

（南秋田郡八郎潟町字古屋敷地内） 

③ 小深見川河口 

（男鹿市船越字堂ノ前地内） 

④ 天王大崎 

（潟上市天王字中干潟地内） 

⑤ 馬踏川河口 

（潟上市昭和大久保字音羽下地内） 

⑥ 野石橋 

（男鹿市野石字浜田地先） 

（２）設置の表示 

      カメラを設置した電柱に、「アオコ監視 

カメラ作動中」と記載した表示を行う。 

 

 

４ 管理責任者等 

（１） 八郎湖環境対策室長は、カメラの適切 

な設置運用を図るため、管理責任者を置

く。 

（２） 管理責任者は、八郎湖環境対策室企画 

・計画推進班長とする。 

（３） 管理責任者は、カメラの操作を行わせ 

るため、操作取扱者を置く。 

（４） 操作取扱者は、管理責任者が指定した 

者とする。 

（５） 管理責任者及び操作取扱者の責務は次 

のとおりとする。 

    ① 撮影された画像を適切に保存し、管理 

すること。 

② 撮影された画像の利用や提供を制限 

すること。 

    ③ 問い合わせや苦情等に対して適切に 

対応すること。 

    ④ その他カメラの適切な設置及び運用 

に関し、必要な措置をとること。 

 

５ 画像等の管理 

（１） 撮影頻度 

アオコの発生状況を把握することが目 

的であるため、動画撮影は行わず、１分 

毎の静止画像撮影とする。 

（２）画像の保存 

撮影画像は、下記、保存することとす

る。 

① クラウドサーバ（民間） 

１分毎の撮影画像（以下「リアルタ

イム画像」という。）は民間のクラウ

ドサーバへ保存することにより、関係

機関と情報共有を図るものとする。な

お、保存期間は３０日間とする。 

② 八郎湖アオコ監視画像サーバー 

「アオコ監視カメラの設置・運用要領」 



 

 

（八郎湖環境対策室内） 

リアルタイム画像のうち、１５分毎

の画像を保存するものとする。基本的

に保存期間は無期限とする。 

（３）画像の消去 

      保存された画像は、各年のアオコ発生状 

況の記録として蓄積するため、基本的に画 

像の消去は行わないものとする。また、設 

備更新等の際は、これまでの記録を新媒体 

等に確実に移動し、処分対象媒体の記録が 

完全に消去されたことを、管理責任者を含 

め複数人で確認の上処分し、処分した日時、 

方法等を記録する。 

 

６ 画像の利用及び閲覧 

（１） リアルタイム画像は、八郎湖環境対 

策室内のモニターへ常時表示するこ 

とで、アオコの発生状況を監視するも 

のとする。 

（２） 管理責任者は、必要と認める者に対 

して、リアルタイム画像の閲覧のみがで

きるよう、クラウドサーバへの制限付き

アクセス権を与えるものとする。 

（３） クラウドサーバ及び八郎湖アオコ監

視画像サーバーに保存した画像は、

設置目的以外の利用は行わない。た

だし、次の場合は第三者へ提供する

ことができる。 

    ア 法令に基づく場合 

    イ 災害発生時における個人の生命、身体 

及び財産の安全の確保など、公共の利益 

のために必要性がある場合 

    ウ 犯罪・事故発生時における個人の生命、 

身体及び財産の安全の確保など、捜査機 

関による捜査等のために必要性がある場合 

    エ 画像から識別される本人の同意があ 

る場合又は本人に提供する場合 

（４） 前項により画像を提供する場合は、管

理責任者が別紙「画像提供記録書」を

作成し設置者の許可を得た上で行う。 

 

７ 保守点検 

アオコ監視カメラの機能を維持するため、 

録画状況を確認するなどの日常的な点検に 

加えて、必要に応じ保守点検を行う。 

 

８ 問い合わせ、苦情等への対応 

管理責任者は、カメラの設置及び管理 

に関する問い合わせや苦情等を受けたとき 

は、誠実かつ迅速に対応する。 

 

付則 この要領は平成 30年 6月 12日から施行す

る。 

付則 この要領は令和元年 8月 30日から施行す

る。 
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アオコ監視カメラの設置・運用要領　６（４）
「画像提供記録書」

年 月 日

～
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（ 時間 分 秒 ）

□閲覧のみ □記録媒体複製（ ）

□その他（ ）

取扱者氏名 印

提供日時

録画時間

画像内容

カメラ名

提供方法

その他

提供理由

身元確認

提供先

連絡先

職・氏名

名称


